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１ はじめに 

 職場における化学物質の取扱いによる健康障害の防止を図るため、国では、

平成 18 年度から、重篤な健康障害のおそれのある有害化学物質について、労

働者のばく露状況等の関係情報に基づきリスク評価を行っている。 

 本検討会は、リスク評価において労働者へのリスクが高いと認められた化学

物質に関し、ばく露防止措置等の健康障害防止措置について検討することを目

的とする。 

 

２ 検討の経緯等 

 平成 25 年度ばく露実態調査対象物質のリスク評価については、平成 26 年７

月 25 日に「化学物質のリスク評価検討会報告書（第１回）」が公表され、これ

を受けて今回の検討会において健康障害防止措置の検討を行った。 

 リスク評価の概要は次のとおりである。 

 

 

３ 検討手順 

 具体的な措置の検討に当たっては、平成 22 年度の検討会で取りまとめられ

た「健康障害防止対策の検討手順」に基づき対象物質について検討シートを使

用して評価を行った。(参考１ 「健康障害防止対策の検討手順」） 

 また、検討にあたっては、ナフタレンについては防虫剤関係団体など計３団

体、ＲＣＦについてはセラミックファイバー製造関係団体など計３団体からヒ

アリングを行った。 

 

 

次の２物質については、個人ばく露の測定により得られた最大ばく露濃度

が、二次評価値を超えていたこと（ナフタレンについては、測定結果のばら

つきを考慮した区間推定上側限界値が二次評価値を超えていたこと又はリフ

ラクトリーセラミックファイバー（別名セラミックファイバー、ＲＣＦ。以

下「ＲＣＦ」という。）については、区間推定上側限界値及び個人ばく露の測

定の最大値ともに二次評価値を超えていたこと）から、適切なばく露防止対

策が講じられていない状況では、労働者の健康障害のリスクは高いものと考

えられるため、制度的対応を念頭においてばく露リスク低減のための健康障

害防止措置の検討を行うべきである。 

 

○ナフタレン 

○リフラクトリーセラミックファイバー（別名セラミックファイバー、 

ＲＣＦ） 
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４ 検討会開催状況 

（１）参集者 

 大前 和幸       慶應義塾大学 医学部衛生学公衆衛生学教室 教授 

 小野 真理子   独立行政法人 労働安全衛生総合研究所 

環境計測管理研究グループ上席研究員 

 唐沢 正義    労働衛生コンサルタント 

○菅野 誠一郎   独立行政法人 労働安全衛生総合研究所研究企画調整部

特任研究員 

 田中 茂     十文字学園女子大学 人間生活学部 教授 

 藤間 俊彦    旭硝子株式会社 ＣＳＲ室リスクマネジメント統括グル

ープ主幹 

 名古屋 俊士   早稲田大学 理工学術院 教授 

  保利 一     産業医科大学 産業保健学部 教授 

                   （50 音順、敬称略、○は座長） 

 

（２）検討会の開催経過 

第１回 平成 26 年  7 月 25 日(金） 

第 2回 平成 26 年  8 月 28 日(木） 

第 3回 平成 26 年  9 月 12 日(金） 

第 4回 平成 26 年  9 月 30 日(火） 

第 5回 平成 26 年 11 月  7 日(金） 

第 6回 平成 26 年 12 月 11 日(木） 

第 7回 平成 26 年 12 月 25 日(木） 

 

５ 健康障害防止措置の検討結果 

（１）ナフタレン 

 ナフタレン及びナフタレンを含む製剤その他の物を製造し、又は取り扱う

作業については、リスク評価における有害性の評価及びばく露評価の結果を

踏まえ、健康障害防止のため、特定化学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省

令第 39 号。以下「特化則」という。）の特定第２類物質と同様に、作業環境

測定の実施や発散抑制措置等を講じることが必要である。 

 なお、以下の①、②の作業については、措置内容の検討の過程において、

その物理的性状等から蒸気等へのばく露リスクが低いことが認められたため、

措置の対象から除外しても差し支えない。 

① 密閉系で液状ナフタレンを製造し、又は液状ナフタレンを原料として他

の製剤等を密閉系で製造する工程における次の作業 

・サンプリング等の作業 

・液状ナフタレンのタンクローリー又は設備への注入・移送の作業 

② 溶剤に溶けた状態のナフタレンを常温で取り扱う作業 
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 また、ナフタレンには、ヒトに対する発がんのおそれがあることを勘案し、

作業の記録の保存（30 年間）等が必要となる特化則の特別管理物質と同様の

措置を講じることが必要である。 

 さらに、同物質については、吸入ばく露のほか、皮膚刺激性があり、ヒト

に皮膚炎を起こす場合もあることから、取扱い時にこれらの有害性に留意す

る必要がある。 

  

（２）リフラクトリーセラミックファイバー（ＲＣＦ） 

 ＲＣＦ及びＲＣＦを含む製剤その他の物の製造し、又は取扱う作業につい

ては、リスク評価における有害性の評価及びばく露評価の結果を踏まえ、Ｒ

ＣＦの吸入による健康障害を防止するための措置を講じる必要がある。 

 このため、ＲＣＦ及びＲＣＦを含む製剤その他の物について、特化則の管

理第２類物質と同様の措置を講じることが必要である。 

 また、ＲＣＦには、ヒトに対する発がんのおそれがあることから、作業の

記録の保存（30 年間）等が必要となる特化則の特別管理物質と同様の措置を

講じることが必要である。 

 さらに、ＲＣＦを断熱材等として用いた設備等の施工・補修・解体等の作

業については、短期間の作業である場合が多い反面、作業の性質上、発じん

のおそれが高いため、発散抑制措置等による作業場の管理に加え、呼吸用保

護具の着用を義務付ける等、ばく露防止措置とともに、湿潤化等による作業

場外への飛散防止措置の規制化が必要である。 

 その他、除じん装置からのＲＣＦ回収や床、器具、作業服等に付着したＲ

ＣＦが舞い上がることによる二次発じんによる健康障害を防止するため、床

の清掃や作業場外への持ち出しを防ぐための措置を講じる必要がある。 

  なお、措置内容の検討の過程において、バインダー等で処理されたボード

や真空成形品等、発じんのおそれの低い製品を、切断等の加工をせず取り扱

う作業においては、ＲＣＦへのばく露リスクが相当程度低いことが認められ

たため、これらの作業については、ばく露のおそれのない作業として、措置

の対象から除外しても差し支えない。 

 

〈参考２〉  

対象物質の「健康障害防止措置の検討シート」 
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健康障害防止対策の検討手順 

（健康障害防止措置検討会（H22.4）終了後修正版） 

 

１ 基本的な検討の流れ 

 リスク評価を行った物質について、そのリスク評価結果のレビューから健康障害防止

対策導入の方針の決定までの流れは以下のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 検討内容及び手順 

（１）リスク評価結果のレビュー 

ア 初期リスク評価書の内容を分析する。 

イ 初期リスク評価の結果、リスクが高いと考えられる物質については、詳細リスク

評価に移行する。 

  なお、初期リスク評価の結果、速やかに実施すべき措置があるものについては、

詳細リスク評価に移行するのに先立って、行政指導等の検討を行う。 

ウ 詳細リスク評価書の内容を分析する。 

エ 詳細リスク評価の結果、リスクが高いと判断された物質については、規制を含め

健康障害防止措置の導入の必要性等を検討する。 

 

（２）リスク作業実態の調査 

詳細リスク評価の結果、リスクが高いと判断された作業については、事業者団体等

からヒヤリングを実施し、次の事項について確認する。ただし、ヒヤリングが難しい

場合は、事務局が関係事業者等に聞取り調査を行った上で、その内容を検討会に報告

することとする。 

ア 当該作業の実態 

イ 当該作業について事業者として実施している健康障害防止対策 

ウ 関係事業者団体等における健康障害防止対策の推進方針及び取組の動向 
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エ 健康障害防止対策を講ずる際に留意すべき事項 

 

（３）健康障害防止対策の検討 

ア 健康障害防止対策案の検討 

  （１）及び（２）より、リスクが高いと判断された作業の分析及び次の観点を踏

まえて、事務局が必要な健康障害防止対策を検討会に提案し、検討を行う。 

(ｱ) 効率的な検討方法 

① 個々の規制措置の要否を検討する方法（第１案） 

 現行の規制における健康障害防止措置のセット（密閉設備、局所排気装置・

プッシュプル型換気装置、作業主任者の選任、作業環境測定及びその結果の評

価、健康診断、労働衛生教育等。以下同じ。）を前提とせず、これらの個々の規

制措置の要否を検討して、対象物質に応じた健康障害防止措置を選択し、組み

合わせることで、最適な健康障害防止対策の策定が可能である。 

② 現行の規制における健康障害防止措置のセットを前提として検討する方法

（第２案） 

 既に特定化学物質として規制されている物質との整合性が図られ、健康障害

防止対策の策定に関係者の理解が得られやすい。 

(ｲ) 最適な規制措置のラインアップ 

 現行の規制措置を前提に検討するだけでなく、例えば、次のようなより革新的

な健康障害防止措置があるのではないか。 

① 作業時間の短縮措置（現行措置は 1日８時間労働を前提としているが、４時

間に短縮すればリスクは半減できる。） 

② 技術指針の発出とそのフォロ－アップ（指針を踏まえた業界の自主的対策を

求め、その進捗を「有害物ばく露作業報告」等で確認するような対応。） 

 

イ 技術的課題の検討 

  健康障害防止措置を導入する上での技術的課題が認められる場合にあっては、技

術的対応、当該措置導入の可能性等について精査するため、発散抑制装置や保護具

のメーカー等から、関連技術開発の動向として例えば次の事項についてヒヤリング

を行う。ただし、ヒヤリングが難しい場合にあっては、事務局が関係メーカー等に

聞取り調査を行った上で、その内容を検討会に報告することとする。 

(ｱ) リアルタイムモニタリングの関連機器の実用化の可能性 

(ｲ) 保護衣（保護手袋、保護靴等を含む。）・保護具（呼吸用保護具、眼又は顔面の

保護具を含む。）の性能 

(ｳ) 呼吸用保護具の有効性の確認技術（防毒マスク吸収缶の破過の表示、呼吸用保

護具の適正装着をリアルタイムで確認できる技術等） 
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ウ 規制化の必要性の検討 

 アで検討された健康障害防止措置ごとに、規制化の要否を検討する。 

 なお、個々の物質についての検討に先立って、規制の要否の判断に係る考え方につ

いて明確化を図る。 

(ｱ)規制化の要否に係る整理 

 規制した場合に健康障害防止措置の導入が進むという考え方或いは、逆に必要

と考える健康障害防止措置の導入が現状では進まない場合に当該措置の規制化が

必要と判断する考え方もある。 

 規制化の要否の検討に当たっては、対象となる業界・業態において、指導的な

業界団体が存在する場合とそうでない場合とが考えられるが、前者の場合にはそ

の業界団体の傘下会員に対する指導力、規制措置の導入に係る傘下会員以外との

公正競争の維持の観点をも考慮するものとする。 

 また、防止措置が進んでいる場合には、当該措置の導入・進捗の報告、作業環

境のモニタリング結果の提出等を義務付けることにより、同等の施策効果がある

と考える。 

 健康障害防止措置の導入が進まない場合の例として次のような場合が挙げられ

る。 

・ 健康障害防止措置の導入コストが高い（経済的側面）。 

・ 健康障害防止措置の導入により生産効率が低下する（産業制限的側面）。 

・ 健康障害防止措置上、技術的な問題がある（技術的側面） 

・ 行政指導が十分に機能しない（事業者団体等の組織率が低く、指導の徹底

が困難） 

・ 健康障害防止措置導入の緊急性が高く、早期の導入に至らない場合（リス

クが高く迅速な改善が必要な場合） 

・ 用途が多岐にわたり、措置の汎用性が低い場合 

 

（４）最適な健康障害防止対策の検討 

ア 対策オプションの提案 

 最適な健康障害防止対策を策定するため、対策オプションを比較検討する。検討

に当たっては、事務局が３つの対策オプションを検討会に提案する。３つ対策オプ

ションは次の方針で作成する。 

(ｱ) オプション１：原則、規制措置の導入を前提として作成 

(ｲ) オプション２：現行の規制における健康障害防止措置のセットを規制によらず

に行政指導により普及徹底させることを前提として作成 

(ｳ) オプション３：関係事業者団体が妥当な健康障害防止対策を推進している場合
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には、当該自主的対策の維持すること（規制化しないこと）を

前提として作成 

 

イ 対策オプションの比較検討 

 ３つの対策オプションの比較検討は、「化学物質等による危険性又は有害性等の調

査等に関する指針」中の「10 リスク低減措置の検討及び実施」において掲げられ

ている優先順位でリスク低減対策の内容が検討されているとともに、必要な労働者

の健康障害防止対策が図られていることを前提に、次の考慮事項に基づき行い、そ

の結果を踏まえ、対策オプション中の健康障害防止措置の見直しを行い（新たな健

康障害防止措置の追加、不適当な健康障害防止措置の削除等を含む。）、最適な健康

障害防止対策を取りまとめる。 

(ｱ) 健康障害防止の効率性（効率性のより高いものを採用） 

(ｲ) 技術的な実現可能性（実現の可能性がより高いものを採用） 

(ｳ) コンプライアンス（遵守の可能性）（作業者が守りやすいものを採用） 

(ｴ) 産業活動への影響（影響がより小さいものを採用） 

(ｵ) 措置の継続性（事業者によって継続的に措置をとることがより容易なものを採

用） 

(ｶ) 遵守・進捗状況の把握等の容易性（健康障害防止措置の導入の状況等の把握等

がより容易なものを採用） 

(ｷ) その他 

 

ウ 規制影響分析（RIA）の実施 

 イの検討の結果、規制の導入が必要と判断された場合は、当該規制措置の導入に

係る影響を分析する。 

 なお、分析に当たっては、厚生労働省規制影響分析（RIA）規程に基づき、次の３

つの選択肢を比較する手法で実施する。 

(ｱ) 選択肢１：イで取りまとめられた最適な健康障害防止対策 

(ｲ) 選択肢２：アのオプション１又は２の健康障害防止対策 

(ｳ) 選択肢３：アのオプション３の現行の規制における健康障害防止措置のセット

を規制によらずに行政指導により普及徹底させる対策 

エ 留意事項 

 イの検討の結果、規制の導入が必要と判断された場合は、取りまとめた最適な健

康障害防止対策については、当該対策を導入するに当たって留意すべき事項として

以下の検討を行う。 

(ｱ) リスクが低いとされた作業に係る規制の緩和、免除等に関する事項 

(ｲ) 健康障害防止対策の実施に際し、効率的な実施を支援する施策に関する事項 
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（５）健康障害防止対策の導入方針の検討 

ア 導入方針の提案 

 （４）のイで取りまとめられた最適な健康障害防止対策について事務局が導入の

方針を作成し、検討会に提案する。当該方針には次の事項を盛り込むものとする。 

(ｱ) 導入する健康障害防止対策の内容 

(ｲ) 導入する健康障害防止対策の管理方針（監督・指導、モニタリング等） 

(ｳ) 今後期待される技術開発の内容 

 

イ 導入方針の検討 

 検討会において、アの方針を審議し、検討会としての健康障害防止対策の導入の

方針を決定する。 

 

ウ 具体的方針及びスケジュールの検討 

 イで決定した健康障害防止対策の導入の方針を踏まえ、その具体的方針及びスケ

ジュールを作成する。 

 なお、健康障害防止対策の導入のスケジュールについては、健康障害防止対策の

導入に際して、とるべき手順、準備期間等の明確化を図るため、目安として作成す

る（実際の規制導入時期等は、法令審査等の技術的調整を経て決定される）。 
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（参考） 

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」（抄） 

 

10 リスク低減措置の検討及び実施 

（1）事業者は、法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに、次に掲げ

る優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実施するものとする。 

  ア 危険性若しくは有害性が高い化学物質等の使用の中止又は危険性若しくは有害性のよ

り低い物への代替 

  イ 化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等による、

負傷が生ずる可能性の度合又はばく露の程度の低減 

  ウ 化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又は化学

物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策 

  エ マニュアルの整備等の管理的対策 

  オ 個人用保護具の使用 

（2）（1）の検討に当たっては、リスク低減に要する負担がリスク低減による労働災害防止効果

と比較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合であって、措置を講ずることを

求めることが著しく合理性を欠くと考えられるときを除き、可能な限り高い優先順位のリスク

低減措置を実施する必要があるものとする。 

（3）（略） 



25 年 5 月 26 年 7 月

（初期リスク評価）

（１）物理化学的性質 (一例）

（２）有害性評価結果（ばく露許容濃度等）

（３）　ばく露評価結果（ばく露情報等）

※測定結果のうち最大値

区　分 作業名 個人ばく露測定 Ａ測定値 スポット測定

高ばく露
作　業

ナフタレンを主成分とする製剤を包装する作業 7.55ppm － 9.24ppm

17.3ppm

1 2
0.457ppm 0.250ppm

ばく露実態調査事業場数 10 1 6

個人ばく露濃度
最大値 定量下限値以下 7.55ppm

区間推定上側限界値 17.3ppm

2次評価値 10ppm
ACGIH（米国産業衛生専門家会議）のTLV-TWA（時間加重平均ばく露
限界値）を採用

主要な毒性 概　　　　　　要

発がん性
ヒトに対して発がん性の可能性がある

根拠：IARC:2B、日本産業衛生学会：第2群B、NTP12th:R

触媒又は添加剤として使用 その他

参考2－1
健康障害防止措置の検討シート

物 質 名 ナフタレン Cas No. 91-20-3

区　　　分 濃度値 根　　　　　拠

性状 特徴的な臭気のある白色固体
融点 80℃

蒸気圧 11Pa（２０℃）

評価年月 （初期リスク評価） （詳細リスク評価）

１　リスク評価の概要

ナフタレン
性　　状 固体／液体／ガス

1次評価値 設定せず 発がん性の閾値の有無の判断ができないため

皮膚感作性／呼吸器感作性 報告無し

反復投与毒性

特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）：GHS区分1（血液、眼、呼吸器）
LOAEL=10 ppm　根拠：B6C3F1マウス雌雄各75～150 匹を群とし、0、10、30 ppm を104 週間（６時間/日、５日/
週）吸入させた結果、鼻の慢性炎症、嗅上皮の化生、呼吸上皮の過形成は10 ppm 以上の群の雄の96～99％、
雌の100％にみられた。

有害物ばく露作業報告事業場数 152
対象物の製造 他製剤の製造

※A測定、スポット測定は作業場ごとの幾何平均値を採用

1



（４）リスク評価結果

その他 要 区間推定上側限界値が2次評価値を超えるため 要

ばく露作業報告対象
物質の製造

要 区間推定上側限界値が2次評価値を超えるため 要

触媒又は添加剤として
使用

要 区間推定上側限界値が2次評価値を超えるため 要

数値 （％）

措置の要否

他の製剤等の製造を
目的とした原料として
の使用（対象物質を含
有する製剤の包装等）

要 区間推定上側限界値が2次評価値を超えるため 要

個人ばく露濃度
の分布

２次評価値以下
２次評価値超

全体

100
0

100

区　　　　　　　分

作業名 判定結果 理由・根拠

100%

0%
２次評価値以下 ２次

評価値超

2



（１）主な業界団体等の概要

（注）会員企業数等の欄には、可能な場合には組織化率（会員企業／当該作業を行っている企業総数）を記載する。
　　　なお、会員企業数の算出が難しい場合は、定性的な表現も可能とする。

（２）作業概要及び健康障害防止措置の採用状況

（3）関係業界団体の健康障害防止にかかる取組み

（4）特殊な作業（少量取扱等リスクが低い作業）の概要

注：リスクが低い作業等について、関係事業者団体等からのヒヤリング等に基づき記入する。

充填・注投入等作業、ストレーナー洗浄・タンク内掃除作業、混合・撹拌作
業、サンプリング・分析作業、回収作業、原料投入・打錠作業、包装作業

別紙のとおり

出荷
ローリー出荷場は開放空間であり、屋外作業環境である。またナフタレンばく露は、出荷用配管の
ローリーとの脱着時のみであり、ナフタレン付着面が外気にさらされるのは数分のことである。また
頻度は1日に数回のことである。（芳香族工業関係団体）

サンプリング

・サンプリングを５００cc、1回／月の頻度で行う。場所は屋外。保護具はゴム手袋、保護メガネ、作
業服。作業主任者の選任あり。作業環境測定なし。健康診断実施あり。(化成品関係団体）
・ばく露作業とされているが、①屋外作業である、②ブロー及びサンプリングはそれぞれ約1分以内
で終了する、③サンプリング頻度は1日に1回以下である。（芳香族工業関係団体）

ストレーナー掃除
頻度は1回／2～3カ月月程度。掃除する前に、Ｎ２による除外を行う（クローズドでの液抜き、Ｎ２

パージ）。場所は屋外。保護具はゴム手袋、保護メガネ、作業服。作業主任者の選任あり。作業環
境測定無し。健康診断の実施あり。(化成品関係団体）

屋外における密閉配管に
関わる作業

液抜き、液張り作業、ストレーナー点検作業は屋外かつ年１０回以内、1時間／回程度の短い作業
であるので、ばく露はごく短期間で低リスクの事例だと思う。対策内容については、リスクに応じた
合理的な内容をご検討ください。(化成品関係団体）

行政からの指針、取組み等の情報提供、事業者の自主的な管理推進の
指導（防虫剤関係団体）

作業名 作業の概要・事業者によるリスクの見積もり

分析業務

・分析機器点検用の内部標準として年間数gを使用する例が複数あった｡ 実験室用ドラフト（局排設
備）内での保護具（保護メガネ、不浸透性手袋）着用作業のためリスクは排除していると考えてい
る｡  また、ナフタレン製造におけるナフタレンの操業分析についても、現場でのサンプリング時に呼
吸用保護具、不浸透性手袋､防護メガネ等を適切に着用し、分析時に上述の様に局排装置下で適
切な保護具着用を行っておればリスクは排除出来ていると考える｡（化成品関係団体）
分析用サンプリング液の扱い量は極めて少量であり、全て換気設備の整った分析室の局所排気下
の作業であることから、ばく露はほとんど考えられない。また、局所排気の吸気能力は定期的に測
定し、確認を行っている。（芳香族工業関係団体）

取　組　事　項 取　組　の　概　要

モデルＳＤＳの作成（芳香族工業関係団体）

日本繊維製品防虫剤工業会
14

（うちナフタレン取
扱2社）

家庭用の衣類用防虫剤製造者からなる団体

健康障害防止措置の採用状況

化成品工業協会
126

（うちナフタレン製
造等15～25社）

化成品工業界の総意を明らかにして、これに基づく政策の立案・推進を図ると
ともに化成品工業の発展に必要な事項につき調査・研究し、会員相互の親睦
及び啓発を図り、化成品工業の健全な発展、向上に資することを目的とした団
体。所管製品は、合成染料、有機顔料、有機ゴム薬品、医薬中間体、農薬中
間体、有機写真薬品、その他の有機中間物、フェノール、無水フタル酸、無水
マレイン酸、クロロベンゼン類、熱媒体など多岐にわたっている。

日本芳香族工業会
15（正会員）

（うちナフタレン製
造等3社）

正会員は、芳香族タール製品の製造業者及びその製造に関係ある団体。賛
助会員は芳香族製品及びタール製品の販売業者、需要者並びに芳香族工
業、タール工業に関係ある業者及び団体。
芳香族工業及びタール工業に関する生産、流通、消費等の調査、製品並びに
製造に関する技術、労働、環境・安全等に係る諸問題の調査・研究・開発に関
する事業を行い、化学製品の基本原料たる芳香族及びタール製品の高品質
で安定的、効率的、安全な生産・供給の確保を通じて、国民生活の安定・向
上・豊かさの増進に貢献することを目的とし活動する。

作業の概要

2　リスク作業の実態　（業界団体等からのヒアリング結果）

業界団体名 会員企業数 活動の概要
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（5）健康障害防止措置の導入にあたって考慮が必要な事項

健康障害防止措置の導入

以下の理由により、新たな健康障害防止措置は必要ないと考える。
①取扱いは液状ナフタレンの製造～出荷であり、全て密閉機器・配管内の移送
である。
②一企業のみ固体ナフタレン（紛体状）製品を袋詰め、貯蔵、出荷をしていた
が、平成22年をもって終了したため、現在では全社とも製品は、液状ナフタレン
のみである。
③また、液状製品ナフタレンのサンプリング、出荷時の出荷配管の脱着に要す
る時間（ばく露時間）は極めて短時間であり、また、屋外の環境下でおこなわれ
るものである。
④分析作業は局所排気下での作業であり、ばく露はほぼ無いと考える。
（芳香族工業関係団体）

屋外における詰め替え作業への規制について

別の会員（１社）は、ナフタレンを１％を超えて含有する原料等の詰め替え（ドラ
ム缶→18L容器）作業（600～700L/月）を毎月１日で完了している｡当該作業は
屋外作業で､局排等の適用除外であるが、当該作業場所外に休憩室やシャ
ワー設備を有する｡ しかし更に、不浸透性床の整備や作業主任者（特化物）へ
の対応が求められると対応は困難かつ時間を要する｡（化成品関係団体）

発散抑制措置
措置の内容は、作業環境測定結果に応じたものとする。（弊社では、紛体及び
錠剤の搬送経路の覆いと局所排気装置により二次評価値より十分低いレベル
まで発散抑制できています。よって、一律の措置内容でなく、管理区分別の段階
的措置内容が望ましいと考えます）（防虫剤関係団体）

健康障害防止措置の導入

作業従事者の健康を守るためという点は十二分に理解は出来るが、作業環境
測定、特殊健康診断、保護具の着用へとコスト増への懸念が生じる。
折からの電気料金・消費増税の影響も鑑み、製品単価への価格転嫁も視野に
入れなければならない。（防虫剤関係団体）

考慮を要する事項 内　　　　　　容

ナフタレン濃度の経時変化を伴う製品の規制
について

会員（１社）の製品の一部グレードは、ナフタレン誘導体で顧客の使用温度条件
下で熱履歴により置換基が外れてナフタレンが副生する｡ 温度が高いほど、時
間が経つほどその濃度は増加し１重量％を超える可能性がある｡ 出荷時には
≪１重量％故、ばく露について特別な管理は行っていない｡発散抑制や作業環
境対策は困難かつ時間を要する｡(化成品関係団体）
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（１）必要な健康障害防止措置

↑空欄はその他の措置が想定される場合に記入

○

○
○
○
○
○

○
○

結果に基づく措置

別途検討別途検討

○(一部×）○
○(一部×）○（管理濃度は別途検討）作業環境の測定

実施と記録の保存
結果の評価と保存

○（屋内作業場等）○

ぼろ等の処理

○
○
○
○
×
○
○

作業管理

作業主任者の選任
掲示※特別管理物質に係る

作業環境の改善
休憩室の設置
洗浄設備の整備
設備の改善等作業時の措置

飲食等の禁止
適切な容器等の使用

作業記録の保存
立入禁止措置

有効な保護具の備付け

用後処理（除じん）

○
○

(○）(○）
○
○

漏洩防止措置
特定化学設備
不浸透性の床の整備

定期自主検査

労働衛生教育（雇入時・作業内容変更時）（措置済み）

情報提供
表示
文書の交付（措置済み）

全体換気装置の整備

労働衛生教育

発散抑制措置

製造工程の密閉化
発散源を密閉する設備
局所排気装置の整備
プッシュプル型換気装置の整備

密閉系で液状ナフタレンを製造し、又は液状ナフタレンを原料として他の
製剤等を密閉系で製造する工程におけるサンプリング等の作業、液状ナ
フタレンのタンクローリー又は設備への注入・移送の作業、若しくは、溶
剤に溶けた状態のナフタレンを常温で取り扱う作業

措　　置

対象物質と作業

□ ナフタレン

□ 製造・取扱い作業※

□

内　　　　　容

３　健康障害防止措置

措置の対象 摘　　　　　　　　要

健康診断

健康診断の実施
健康診断結果の報告
健康診断記録の保存
健康診断記録の報告
緊急診断
健康管理手帳の交付

内　　容

適用除外作業

対象物質

作業

○
○

○（一部×）

現行の特定第2類物
質かつ特別管理物質

論点・提案

○
○
○

○（いずれか） ○（いずれか）

○
○
○
○
○

○
○

×（一部○）
○
○
○
○
○

計画の届出
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（２）技術的課題及び措置導入の可能性

注：ばく露許容濃度の達成の可能性等について、発散抑制措置、保護具メーカーからのヒヤリング等に基づき記入する。

（３）規制化の必要性

*ヒアリング調査は３団体に実施。

**有害性の程度は、２次評価値に応じて0.1mg/m3未満：強度、0.1mg/m3以上3mg/m3未満：中程度、3mg/m3以上：弱度　とした。
注：総合評価は、①規制が必要、②規制が望ましい、③事業者の自主的対策が可能、④規制は不要。

特殊健診の実施 － 低 別途検討

作業管理
（呼吸用保護具）

－ 有 ①

作業環境測定 － 中 ①

作業環境改善
（休憩室、洗浄設備等）

高 有 ①

作業管理
(作業主任者、作業記録等）

－ 有 ①

総合評価

情報提供

ヒアリング結
果を踏まえ
評価

－ 高

弱度** 多岐にわたる

①

労働衛生教育 －

発散抑制措置
（局所排気装置の設置）

高
低

（要投資）
①

漏えい防止 高
低

（要投資）
①

有 ①

発散抑制措置
（密閉化）

高
低

（要投資）
①

全体換気装置
作業場が完全に空調化されておらず、冬季
の作業に関しては排気装置を停止している。

措　　　置 技術的課題 措置導入の可能性

発散源の密閉化
設備の特性上、錠剤搬送、包装機の完全密
閉は困難。

現実的な発散抑制措置の導入で対応

梱包作業の換気装置

製品の需要期を考慮すると冬季の生産が常であ
る。また、当社都合ではあるが、製造場所が北海
道ということもあり、換気効率と暖房効率を管理す
る（両立させる）点が課題であると考えられる。

同上

ナフタレン及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取扱いを行う事業場においては、当該物質の蒸気等へばく露す
る可能性があることから、発散抑制措置が必要であるとともに、作業環境の管理のための作業環境測定、特殊健康診断の規制
化を検討する必要がある。

措置内容

自主的改善
の進捗状況*
（※進まない場

合に規制の必要
性は高い）

設備投資の
必要性

（※必要性が高
い場合規制が効

果的）

行政指導
の効果

（※効果が上
がる場合規制
の必要性は低

い）

有害性の
程度

（※有害性が強
い場合は規制の
必要性が高い）

用途の広がりの
程度

（※用途が多岐に亘る
場合規制の効果が高

い）
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（１）対策オプションの比較

オプション１：

オプション２：

オプション３：

注　オプション３は、現行の規制における健康障害防止措置のセットを行政指導により徹底させることである。

（２）最適な対策

作業環境測定

特殊健診の実施

作業管理
(作業主任者、作業記録等）

作業管理
(呼吸用保護具）

要

要

要

別途検討

漏えい防止

作業環境改善
（休憩室、洗浄設備等）

発散抑制措置
（密閉化）

発散抑制措置
（局所排気装置の設置）

要

要

要

要

労働衛生教育

⑤　遵守状況の把握等の容易性
　　（より容易なことが妥当）

(例)ヒアリングを行った事業場では相当程度自主的改善が行われていたが、改善は他の特定化学物質に対する規制の効
果と見られることや、新規参入者やアウトサイダーにも適切な取り扱いを徹底する必要があることから、規制化の要否を判
断。

措置内容

容易 －
多岐にわたる事業場を把握する
ことは困難

要

④　措置の継続性の確保
　　（効果が継続するものを採用）

①　健康障害防止の効率性　
　　（効率性の高いものを採用）

②　技術的な実現可能性
　　（確保されていることが必要）

義務化により確保される －
指導が順守されない可能性あり。経
営トップの意向や景気動向に左右さ
れ、措置が確保されない可能性あり

情報提供

規制化の要否 導入にあたって考慮すべき事項

要

③　産業活動への影響

効率性高い － 効率性低い

実現不可能な問題は認められない

局排等の設置、保護具、健診
の義務付けに伴うコスト増か
ら、影響は非常に大きいとされ
る

－
影響は小さい（自主的改善は産
業活動に影響を与えない範囲に
限定）

オプション２
（作業主任者等は規制除外）

オプション１
（規制導入を重視した対策）

オプション３
（現行管理を維持する対策）注

４　対策オプション

　原則、密閉化、作業管理、健康診断等を規制措置として導入

　(例)既に関係事業者による自主的対策が進んでいる。労働衛生教育、作業主任者の配置に
  ついて当該自主的対策を維持し、その他の事項について規制措置を導入

　原則、必要な健康障害防止対策を行政指導により普及徹底
　（国の通知により密閉化、作業管理等の対策を講ずるよう事業者の自主的改善を指導）

考慮事項
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（３）留意事項

　①　リスクが低いとされた作業にかかる規制の考慮

　②　留意事項等 （技術指針、モデルMSDSの作成等）

（４）規制の影響分析 （←規制影響分析（RIA）にも配慮した検討を予定） 

選択肢１：
（最適の対策）

選択肢２：
（原則規制）

選択肢３：
（現行対策維持）

　①期待される効果（望ましい影響）

※　便益分類については、「Ａ：現状維持より望ましい効果が増加」、「Ｂ：現状維持と同等」、「Ｃ：現状維持より望ましい
　　 効果が減少」のいずれか該当する記号を記入

社会的便益

便益分類：A 便益分類：－ 便益分類：B

ナフタレンによるがん、呼吸器疾患等の
発症を防止することにより、労災保険財
政に寄与する等、社会全体の健康障害
防止に資するものである。

－
国の通達による行政指導では的確な対策が十分に普及せず、そ
のため、労働者にがん、呼吸器疾患等が発症するおそれがある。

関連事業者の便
益

便益分類：A 便益分類：－ 便益分類：B

ナフタレンによるがん、呼吸器疾患等の
発症を防止することにより、事業者として
の労働者の健康確保対策に資するとと
もに、将来の労災発生の補償リスクを低
減することができる。

－

国の通知による行政指導では財政基盤が十分でない中小企業等
をはじめとした多くの企業で的確な対策が十分に普及しないおそ
れがあり、そのため、労働者にがん,呼吸器疾患等が発症するおそ
れがある。

労働者の便益

便益分類：A 便益分類：－ 便益分類：B

ナフタレンのばく露の防止により、がん、
呼吸器疾患等の発症による健康障害の
未然防止を図ることができる。

－

国の通知による行政指導では財政基盤が十分でない中小企業等
をはじめとした多くの企業で的確な対策が十分に普及しないおそ
れがあり、その状況を網羅的に把握することは難しい。そのため、
労働者にがん、呼吸器疾患等が発症するおそれがある。

特化則による作業主任者の選任、局所排気装置等の発散抑制措置、作業環境測定の実施、特殊
健康診断の実施、保護具の着用等の規制の導入

　　　選択肢１と同様

作業主任者の選任、局所排気装置等の発散抑制措置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の
実施等の措置に準じた自主的対策を国の通知に基づき指導

効果の要素 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３

密閉系で液状ナフタレ
ンを製造し、又は液状
ナフタレンを原料として
他の製剤等を密閉系
で製造する工程にお
けるサンプリング等の
作業、液状ナフタレン
のタンクローリー又は
設備への注入・移送の
作業

密閉系での液状のナフタレンの製造
及び液状ナフタレンを原料とする製
剤の密閉系での製造等の工程にお
ける注入・移送・サンプリング・分析
等の作業

液状のナフタレンの製造等については、液状
ナフタレンを液体の状態で取り扱う必要があ
ることから、密閉設備での取扱となり、こうし
た工程において副次的に生じる液状ナフタレ
ンの注入・サンプリング・分析等の作業につ
いては、ばく露濃度測定結果等からばく露の
リスクが低いと考えられる。

可

溶剤に溶けた状態の
ナフタレンを常温で取
り扱う作業

常温でのナフタレン含有の有機溶剤
等で塗料を調整する作業及び当該
塗料を用いて行う塗装等の作業

ナフタレンは蒸気圧は小さいことから、有機
溶剤等に溶けているナフタレンの蒸発量は、
常温では極めて少ないと考えられるため、当
該溶剤等を用いる作業のうち常温で行う作業
については、ナフタレンのばく露リスクは低い
と考えられる

可

作業名 作業の概要 リスク評価結果の概要 減免の判定
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　②想定される負担（望ましくない影響）

　③便益と費用の関係の分析結果（新設・改廃する規則との比較）

国の通知による行政指導により、国にお
いて、費用、人員等の増減はない。

その他の負担
（社会コスト）

費用分類：A 費用分類： 費用分類：Ｂ
ナフタレンによるがん、呼吸器疾患等の
発症を防止することを通じ、労働者災害
補償保険法による保険給付を抑えること
ができる。

負担の要素 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３

実施により生ずる
負担

（遵守コスト）

費用分類：C 費用分類： 費用分類：Ｃ（B)

※　費用分類については、「Ａ：現状維持より負担が軽減」、「Ｂ：現状維持と同等」、「Ｃ：現状維持より負担が増加」の
      いずれか該当する記号を記入

選択肢１ 選択肢２ 選択肢３

分析結果

労働者の保護のため、ベンゼン等
他の発がん性物質に対しても既に
規制を課し健康障害の防止を図っ
ており、今般のナフタレンについて
も、放置した場合に多数の労働者を
健康障害のリスクにさらすことにな
るため、従来と同様の規制を課し事
業者の費用負担の増を考慮しても、
本ばく露防止対策の実施は必要な
ものと判断する。

－

労働者の保護のため、ベンゼン等他
の発がん性物質に対しても規制を課
し健康障害の防止を図っており、今
般のナフタレンについても同様の規
制を課すことから、事業者の費用負
担の増を考慮しても、必要なばく露防
止対策を求めるのは妥当と考えられ
る。
国の通達による行政指導では、財政
基盤が十分でない中小企業等をはじ
めとした多くの企業で的確な対策が
十分に普及しているか否かを網羅的
に把握することは難しく改善効果は
限定される。
そのため、がん、呼吸器疾患等の発
症を防止すること及び労働者災害補
償保険法による保険給付を抑えるこ
とができないと考えられる。

本規制により、事業者に新たな措置を義
務付けることに伴い発生する主要な費用
は、以下の通りである。
・作業主任者の選任（技能講習の受講
料：数千円～）
・局排装置（数十万円～）の設置
・作業環境測定の実施（年間数万円～）
・特殊健康診断の実施（1人当たり年間
数千円～）

－

国の通達による行政指導は法的強制力
がないため、財政基盤が十分でない中小
企業等をはじめとした多くの企業で、的確
な対策が普及せず、そのためのがん、呼
吸器疾患等の発症により、労働者災害補
償保険法に基づく保険給付は、対策をとっ
ていない現状と同様に生じることとなる。

－

国の通達による行政指導を受けて対策に
取り組む事業者にあっては、次の費用が
発生する。
・作業主任者の選任（技能講習の受講料：
数千円～）
・換気装置（数十万円～）の設置
・作業環境測定の実施(年間数万円～）
・特殊健康診断の実施（1人当たり年間数
千円～）
ただし、産業活動に影響を与えない範囲
に限定される。

実施に要する
負担

（行政コスト）

費用分類：B 費用分類： 費用分類：Ｂ
本規制の新設により、国において、費
用、人員等の増減はない。

－
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（１）措置の導入方針 （←措置導入の方針、技術開発の要否、管理手法等）

（２）規制導入のスケジュール

※　上記スケジュールは措置導入にかかる準備期間等の目安であって、措置の導入予定ではない。

５　措置の導入方針

　ナフタレン及びナフタレンを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業については、リスク評価にお
ける有害性の評価及びばく露評価の結果を踏まえ、健康障害防止のため特定化学物質障害予防規則(昭和47
年労働省令第39号。以下「特化則」という。）の「特定第2類物質」と同様に、作業環境測定の実施や発散抑制措
置等を講じることが必要である。
　なお、密閉系で液状ナフタレンを製造し、又は液状ナフタレンを原料として他の製剤等を密閉系で製造する工
程におけるサンプリング等の作業、液状ナフタレンのタンクローリー又は設備への注入・移送の作業、若しくは、
溶剤に溶けた状態のナフタレンを常温で取り扱う作業については、措置検討の過程において、その物理的性状
等から蒸気等へのばく露リスクが低いことが認められたため、これらの作業については、措置の対象から除外し
ても差し支えない。
　また、ナフタレンは、ヒトに対して発がん性の可能性があることを勘案し、作業の記録の保存（30年間）等が必
要となる特化則の特別管理物質と同様の措置を講じることが必要である。
　さらに、同物質については、吸入ばく露のほか、皮膚刺激性があり、ヒトに皮膚炎を起こす場合もあることから、
取り扱い時にこれらの有害性に留意する必要がある。

作業主任者

計画届

局排設置

保護具

作業環境測定

特殊健診

(政省令改正を行う場合）
平成　27年6月頃　改正案についてパブリックコメントを実施
平成　27年8月頃　改正政令、規則の公布
平成　27年10月頃　改正政令、規則の施行（一部猶予）

措置事項 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
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別紙

事業者の自主的な取組み

措置の
実施率
（％）
屋内

措置の
実施率
（％）
屋外

備考

19作業

17作業

42 29

68 82

63 29

0 0

79 65

61 47

79 6

0 0

53 0

11 35

79 76

74 76

42 41

74 76

68 71

84 82

84 82

63 24

79 76

84 65

61 13

58 47

100 94

42 18

21 18

84 94

53 0

53 0

47 0

47 0

16 18

53 53
健康診断

特殊健康診断の実施（独自）

特殊健康診断の実施（6か月に1度）

呼吸用保護具（防毒マスク）の使用

呼吸用保護具（送気マスク）の使用

不浸透性手袋、防護メガネ

作業環境の測定

測定の実施

測定記録の保存（30年間）

結果の評価

評価記録の保存（30年間）

作業管理

作業主任者の選任

作業記録の作成

作業記録の保存（30年間）

有効な保護具の使用

作業環境の改善

休憩室の設置

洗浄設備の整備(シャワー設備等）

設備の改修等作業時の措置

漏洩防止措置
不浸透性の床の整備

立入禁止措置

飲食等の禁止

適切な容器等の使用と保管

用後処理（除じん）

ぼろ等の処理

労働衛生教育
労働衛生教育

発散抑制措置
（いずれか）

製造工程の密閉化

局所排気装置の整備

プッシュプル型換気装置の整備

全体換気装置の整備

局排等適用除外に該当

措置の有無　（○、×又は概算の措置割合）

情報提供

表示（容器等へのラベル表示）

文書の交付（SDSの交付）

掲示（労働者に有害性を掲示）

ナフタレン等を製造又は取り扱っている企業における当該健康障害防止措置の状況の概要

ばく露作業概要を記入→
（主な作業ごとに記載してください）

作業状況　

作業場の屋外屋内
の別

屋内

屋外
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25 年 7 月 26 年 7 月

（初期リスク評価）

（１）物理化学的性質 (一例）

（２）有害性評価結果（ばく露許容濃度等）

（３）　ばく露評価結果（ばく露情報等）

※測定結果のうち最大値 ※A測定、スポット測定は作業場ごとの幾何平均値を採用

（４）リスク評価結果

二次評価値を超える高いばく露濃度

作業名

個人ばく露濃度
の分布

3.99 f/cm
3

（集塵機取り出し）

1.84 f/cm
3

1.65 f/cm
3

39

3.22 f/cm3

0.26 f/cm
3

（端材投入）

高ばく露
作　業

対象物質製造における梱包作業

対象物質を含有する製剤の切断作業

対象物を含有する製剤のNC加工・集塵機取りだし作業

1.34f/cm
3

－

区　　　　　　　分 数値 （％）

－

要

対象物を含有する製剤の成形・端材投入作業 1.66 f/cm
3 －

判定結果

61

二次評価値を超える高いばく露濃度

個人ばく露測定

２次評価値以下

要

措置の要否

100

要

要

全体

理由・根拠

２次評価値超

－

他の製剤等の製造を
目的とした原料として
の使用（対象物質を含
有する製剤の包装等）

－

その他 要 区間推定上側限界値が2次評価値を超えるため

ばく露作業報告対象物質
の製造

ヒトに対して発がん性の可能性がある
根拠：　IARC:2B、産衛学会:第2群B（人造鉱物繊維　セラミック繊維･ガラス微細繊維）
　　　　 ACGIH：A2（Suspected Human Carcinogen）

反復投与毒性

特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）：GHS区分1（呼吸器）

LOAEL =3 mg/m3（26 WHO f/cm3）（ラット、吸入ばく露、2年間試験）
根拠：リフラクトリーセラミックファイバー1を雄Fischer 344ラットに2年間（1日6時間、週5日）の鼻部吸入ばく露（3、

9、16 mg/m3；約26、75、120 WHO fibers/cm3）した試験で、炎症に関連した知見として、全てのばく露濃度で、投与
開始12ヵ月までに軽度のマクロファージ浸潤、小肉芽腫形成、近位肺胞の細気管支化が認められた。

有害物ばく露作業報告事業場数 398
対象物の製造 他製剤の製造

3

1.34 f/cm
3

皮膚感作性／呼吸器感作性 報告無し

1.84 f/cm
3

個人ばく露濃度

スポット測定Ａ測定値

要

2～4μm
水、有機溶剤に不溶／不燃性

参考2-2

12
最大値

区間推定上側限界値

健康障害防止措置の検討シート

ばく露実態調査事業場数

1.60 f/cm
3

主要な毒性 概　　　　　　要

区　　　分 濃度値 根　　　　　拠

9

１　リスク評価の概要

物 質 名 リフラクトリーセラミックファイバー（別名 セラミック繊維、RCF） Cas No.

2次評価値 0.2f/cm
3 ACGIH（米国産業衛生専門家会議）のTLV-TWA（時間加重平均ばく

露限界値）を採用

142844-00-6

発がん性

リフラクトリーセラミックファイバー（別名　セラミック繊維、RCF）

固体／液体／ガス

評価年月 （初期リスク評価） （詳細リスク評価）

作業名区　分

性　　状
性状

平均繊維径
溶解性／発火点

動物試験より導き出した値が二次評価値を超えるため（0.9 f/cm
3
）1次評価値 設定せず

白色で無臭の繊維状（ウール状、繊維状）の固体。1000℃を超えると結晶性物質（クリストバラスト）となる。

61%

39%
２次評価値以下

２次評価値超

1



（１）主な業界団体等の概要

（注）会員企業数等の欄には、可能な場合には組織化率（会員企業／当該作業を行っている企業総数）を記載する。
　　　なお、会員企業数の算出が難しい場合は、定性的な表現も可能とする。

（２）作業概要及び健康障害防止措置の採用状況

（3）関係業界団体の健康障害防止にかかる取組み

（4）特殊な作業（少量取扱等リスクが低い作業）の概要

注：リスクが低い作業等について、関係事業者団体等からのヒヤリング等に基づき記入する。

取　組　事　項／取組の概要

一般社団法人　日本鉄鋼連盟 会員110社・6団体

バインダー等で固められているリフラクトリーセラミックファイバー成形品、湿潤したリフラクトリーセ
ラミックファイバー製品は、単なる取扱いでは発じんの可能性は低い。本件は、当協会のモデル実
験時の測定結果からも発じんが少ないことが確認されている。したがって、作業者へのばく露の可
能性が低いため、措置対象から除外していただきたい。（製造業関係団体）

加熱試験時に耐熱素材として使用し、加工などは実施しないので比較的にばく露の程度は低いと
判断します。使用者は技術者となるので管理責任を明確にすることも可能と考える。（工業炉関係
団体）

作業の概要･事業者によるリスクの見積もり

施工では成形品（主にボード、ブランケット）を使用することが多いが、バルクの施工と比較するとば
く露の程度は低いと思う。解体時は、乾式で行う場合はばく露程度が大きいと思われる。扱う物、作
業形態でばく露度合いが変わると思われる。（工業炉関係団体）

工業炉への施工
あらかじめ規格寸法化されたリフラクトリーセラミックファイバーを工業炉内部に断熱材などの目的
で施工しているのみで、防じんマスクとゴーグル、防護服の着用を徹底させているのでばく露の危
険性は小さいと考える。（工業炉関係団体）

ブランケットの取扱い

会員企業数

別紙のとおり

リフラクトリーセラミックファイバーの製造
及びリフラクトリーセラミックファイバーを
用いた製品の製造

リフラクトリーセラミックファイバーを用い
た製品等を機械等へ組み込む作業

リフラクトリーセラミックファイバーを用い
た製品等を含む機械等の補修等の作業

リフラクトリーセラミックファイバーを用い
た製品等を含む機械等の解体等の作業

作業名 作業の概要

セラミックファイバーの健全なる普及および発展をはかることを目的として設
立。活動内容は以下のとおり。
　１．品質安定促進のため規格制定
　２．セラミックファイバーの啓蒙宣伝
　３．セラミックファイバーの安全衛生に関する指針作成
　４．主務官庁、関連団体等に対する折衝、建議
　５．その他本会の目的を達成するための必要な事業

2　リスク作業の実態　（業界団体等からのヒアリング結果）

解体、施工に関して

作業名

リフラクトリーセラミックファ
イバー成形品等の取扱い

活動の概要

健康障害防止措置の採用状況

一般社団法人　日本工業炉協会

正会員112社
賛助会員48社

（うちリフラクトリーセラ
ミックファイバー取扱い

は100社程度）

主に工業炉及び燃焼機器の製造販売事業者の団体
1.厚生省等から通達に関し、全会員に取扱いに関する情報発信
2.リフラクトリーセラミックファイバーに関しては、取扱いに関するマニアルは
協会として作成しておらず、各企業の自主管理としている。

業界団体名

セラミックファイバー工業会

（正会員）５社、（賛助
会員）２社

（うちリフラクトリーセ
ラミックファイバー取

扱いは5社）

鉄鋼の健全な生産、流通、消費および貿易を促進し、もってわが国経済の
発展と国民生活の向上に寄与することを目的に、各種事業活動を行う団体

１．セラミックファイバー取扱いのリスクアセスメントに係る各種試験の実施
２．１．の結果に基づく、取扱いマニュアルの作成
３．取扱い作業者への教育資料作成
４．業界統一表示ラベル・モデルSDS作成

1.厚生省等から通達に関し、全会員に取り扱に関する情報発信
2.リフラクトリーセラミックファイバーに関しては、取扱いに関するマニュアル
は協会として作成しておらず、各企業の自主管理としている。

健康障害防止のための周知活動
各種試験等の実施、取扱マニュアル作成等の技術
的援助

健康障害防止のための周知活動

工業炉へのリフラクトリーセ
ラミックファイバーの取り付

け

①炉の内部へのリフラクトリーセラミックファイバーの取り付けであり、定形の現場でのリフラクトリー
セラミックファイバーのカット、固定作業が主となる。発じんは掃除機などで吸引をしていて、ばく露
の程度は低いと判断する。
②主に電気炉、ｶﾞｽ炉への取付をしている。リフラクトリーセラミックファイバーへの取付、解体をして
おり、ばく露の程度は、低いと考える。
③リフラクトリーセラミックファイバーの切断加工および固定作業であるためばく露の程度は低く、経
皮毒性もないため、防じんマスク等での対応で十分と判断する。
④炉や燃焼装置の内部へのリフラクトリーセラミックファイバーの取り付けであり、定形の現場での
リフラクトリーセラミックファイバーの解体、リフラクトリーセラミックファイバーのカット、固定作業が主
ですが、比較的にばく露の程度は低いと判断する。（工業炉関係団体）

2



（5）健康障害防止措置の導入にあたって考慮が必要な事項

内　　　　　　容

１）作業工程全体を密閉化することは多額の投資を伴うので、発散源に対する局
所排気設備の増強のみで対応としたい。
局所排気装置の要件については、粉じん障害防止規則と同様にしていただきた
い（制御風速・除じん装置の要件など）。(製造業関係団体）
２）①発散源に対する局所排気設備の増強のみで対応する。
   ②工業炉建設におけるリフラクトリーセラミックファイバーの使用では切断およ
び固定が主要作業であり発散量が限定的であることに加え、客先での現場作業
であることから作業区画の気密化は技術的に難しいことから、呼吸用保護具によ
る作業者の吸引防止を主要対策とすることで良いと考える。（工業炉関係団体）

発散抑制措置

その他

１）リフラクトリーセラミックファイバーを製造しておらず、工業炉組立、工事時に取
り扱っているのみである。取扱い者の場合、その健康障害防止措置への対応レ
ベルが大きく異なると考えられるため、製造者とは明確に分けて措置の検討をし
ていただきたい。
２）措置を講じれば費用が発生するため、契約先、ユーザーにも充分理解してもら
い、費用負担の分担、費用回収がし易い環境作りが必要と考える。
また、濃度、作業時間等ばく露の程度により措置内容もランク付けを行ってもらい
たい。（工業炉関係団体）

リフラクトリーセラミックファイバーは経皮毒性がないので、作業後の手洗い・うが
いの励行で十分と考える。（製造業関係団体）

作業主任者

１）現行の特化物作業主任者の資格取得教育内容はリフラクトリーセラミックファ
イバー取扱いとはかけ離れていること、受講に２日間かかることから、リフラクト
リーセラミックファイバー対象に教育時間・内容を考慮したものでなければ作業主
任者の意味をなさなくなることが危惧される。別途リフラクトリーセラミックファイ
バー用に作業主任者教育の整備を望む。
また、現行リフラクトリーセラミックファイバー取扱者は粉じん特別教育を受講者
が多く存在する。現行の粉じん特別教育にリフラクトリーセラミックファイバー関連
項目を追加実施することで、作業主任者制度の代替とできないか検討していただ
きたい。（製造業関係団体）

洗浄設備の整備

作業環境測定

１）リフラクトリーセラミックファイバーの作業環境測定はPCM法（顕微鏡法）のた
め、測定には多大な時間と装置が必要である。
また、現場で濃度レベルを確認で１きないので、迅速な対策がしにくい。
安価でかつリアルタイムの濃度レベルを把握できる簡易測定方法の確立が望ま
れる。（製造業関係団体）
２）①安価で、簡単に測定できる方法があればよいと思う。
②PＣＭ法では、現場での測定結果確認ができない。実務では、同一現場でリフ
ラクトリーセラミックファイバーを扱うのが1週間程度であることから、簡易的な測
定でなければ対応ができない。（工業炉関係団体）

考慮を要する事項

特定健康診断

作業環境(保護具）

１）現行、業界内のリフラクトリーセラミックファイバー取扱い者は、じん肺検診を
受診をしている。特定健康診断としては、じん肺検診受診で代替可能と思われ
る。じん肺検診でなく、特化則検診とする場合、どのような項目を追加するのか明
確化が必要。（製造業関係団体）
２）①じん肺健診受診で代替していただきたい。
　 ②現行、業界内のリフラクトリーセラミックファイバー取扱者は、じん肺検診を受
診している。特定健康診断としては、じん肺検診受診で代替可能と思われる。じ
ん肺検診でなく、特化物検診とする場合、どのような項目を追加するのか明確化
が必要。（工業炉関係団体）

１）工業炉の断熱材取り付け程度の作業のため防じんマスク、洗面設備の設置程
度で問題ないと考える。
２）試験時に使用するだけなので、装置などの導入は考えていない。使用時に手
袋とマスク装着など、必要な処置を明確にしたい。また、使用しない時の保管方
法も明確にしたい。（工業炉関係団体）
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（１）必要な健康障害防止措置

↑空欄はその他の措置が想定される場合に記入

×
作業記録の保存 ○ ○ ×

×
用後処理（除じん） ○ ○ ○（除じん装置）

○
○

○
○
○

○

粉じん則
（参考）製造・取扱

提案（○）

施工 補修 解体

現行の管理第
2類かつ特別

管理物質
内　　　　　容措　　置

発散抑制措置

○

○ ○ ○
○ ○
○ ○

○

－ －

情報提供
表示 ○ ○(一部×）
文書の交付（措置済み） ○ ○

労働衛生教育

－

３　健康障害防止措置

□ 製造・取扱い作業

□
バインダー等で処理されたボード、真空成形品等の発じんのおそれの低い製品を、切断等加工
せず取り扱う作業

×
労働衛生教育（雇入時・作業内容変更時）

（措置済み）
○ ○ ×

特別教育

×

定期自主検査

○
－

製造工程の密閉化

○
（いずれか）

○（特定粉じん作
業についていずれ

か）

○(特定粉じん作業）

○

措置の対象 内　　容 摘　　　　　　　　要

対象物質と作業

□ リフラクトリーセラミックファイバー（別名　セラミック繊維、RCF）対象物質

作業

適用除外作業

局所排気装置の整備

(○）
計画の届出 ○ ○ ○（特定粉じん作業）○

(○）

○
（いずれか）

○
(○） (○）

○

プッシュプル型換気装置の整備

発散源を密閉する設備

○
－

全体換気装置の整備

－
不浸透性の床の整備 ○ ○ ×

－

特定化学設備 － －－
○

－
○

作業場所以外への飛散防止のため
の措置

△

○
－

○

作業環境の改善

休憩室の設置 ○ ○

漏洩防止措置

○
洗浄設備の整備 ○ ○

○
○

○
○

○ ○
清掃 ○ × ○

作業管理

作業主任者の選任 ○ ○ ×
掲示※特別管理物質に係
る

○ ○

立入禁止措置 ○ ○ ×
飲食等の禁止 ○ ○ ×
適切な容器等の使用 ○ ○

○

○

有効な保護具の備付け ○ ○
○（一部電動ファン付呼

吸用保護具）

保護衣等の備え付け ○ ○

呼吸用保護具の使用 － ×
○（一部電動ファン付呼

吸用保護具）

○

○

○

健康診断

健康診断の実施

別途検討

健康診断結果の報告
健康診断記録の保存
健康診断記録の報告
緊急診断
健康管理手帳の交付

○（一部×）
結果に基づく措置 ○ ○（一部×） ○（一部×）

作業環境の測定
実施と記録の保存

○ ○

○ ○ ○（一部×）
結果の評価と保存 ○（一部×）

保護衣の着用及びその適切な処理

作業中のＲＣＦ濃度の把握 －
○

　○（管理濃度は別途検討）

○－ ○ ○

○○

－

(○）

－ －

－

○
○
○
○

○

○

－
○
○
○
○
○

－

○ ○

○

－
○

○
－

○

○
－

○

○

－
○
○
○
○

○

○
○

○

○
○
○
○

○

○

○
作業時の断熱材の湿潤化

設備の改善等作業時の措置

ぼろ等の処理 ○
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（２）技術的課題及び措置導入の可能性

注：ばく露許容濃度の達成の可能性等について、発散抑制措置、保護具メーカーからのヒヤリング等に基づき記入する。

（３）規制化の必要性

*ヒアリング調査は３団体に実施

**有害性の程度は、２次評価値に応じて0.1mg/m
3
未満：強度、0.1mg/m

3
以上3mg/m

3
未満：中程度、3mg/m

3
以上：弱度　とした

注：総合評価は、①規制が必要、②規制が望ましい、③事業者の自主的対策が可能、④規制は不要

総合評価

行政指導の
効果

（※効果が上がる
場合規制の必要

性は低い）

①

作業環境改善
（休憩室、洗浄設備等）

強度
＊＊

－

別途検討

発散抑制措置
（密閉化）

低
（要投資）

漏えい防止

設備投資の
必要性

（※必要性が高い場
合規制が効果的）

リフラクトリーセラミックファイバーを断熱材とし
て用いる炉の施工・補修等において、作業場所
の湿潤化の措置を導入する可能性は低い。

情報提供

密閉化

多岐にわたる

湿潤化

リフラクトリーセラミックファイバーを断熱材として用
いる炉の施工・補修等において作業場所等を湿潤
化することは、炉の安全性を確保する観点から技
術的に困難である。

措置内容

措置導入の可能性

自主的改善
の進捗状況

*
（※進まない場
合に規制の必
要性は高い）

リフラクトリーセラミックファイバー（別名 セラミック繊維、RCF）及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取扱いを行う
事業場においては、当該物質へのばく露がみられることから、作業工程全般に発散抑制措置が必要であるとともに、作業環境の
管理のための作業環境測定、特殊健康診断の規制化を検討する必要がある。なお、ＲＣＦを断熱材等として用いた設備等の施
工等発散抑制措置が困難な作業場にあっては、呼吸用保護具の着用を義務づけるなど、別途ばく露防止措置の規制化を検討
する必要がある。

用途の広が
りの程度

（※用途が多岐
に亘る場合規制
の効果が高い）

有害性の
程度

（※有害性が強
い場合は規制の
必要性が高い）

技術的課題措　　　置

製法上、製繊工程では高速の圧縮空気を吹付け
る。現状、密閉化をしているが、完全に密閉化を行
うと製品品質に影響がでるため、実施困難である。
また、加工工程においても人が介在するため、全
自動化をしない限り密閉化は困難と考える。

現実的な発散抑制措置の導入が必要。

作業管理
(作業主任者、作業記録等）

低
（要投資）

低

①

高 有

特殊健診の実施

有

①
発散抑制措置

（局所排気装置の設置）

高

作業管理
（呼吸用保護具）

①

①

－

低
（要投資）

ヒアリング
結果を踏ま

え評価

高

－

作業環境測定 － 中 ①

－

労働衛生教育 ①

①

①

発散抑制措置
大きな設備投資を伴うが、「投資の結果、ばく露規
制値を満足できるかどうか」の判断が難しい。

現実的な発散抑制措置の導入が必要。

－

高

高

有

有
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（１）対策オプションの比較

オプション１：

オプション２：

オプション３：

注　オプション3は、現行の規制における健康障害防止措置のセットを行政指導により徹底させることである。

（２）最適な対策

４　対策オプション

　原則、必要な健康障害防止対策を行政指導により普及徹底
　（国の通知により密閉化、作業管理等の対策を講ずるよう事業者の自主的改善を指導）

規制化の
要否

要

作業主任者の選任要件については、リフラクトリーセラミックファイ
バーの性状を勘案して、例えば石綿等作業主任者講習をベースとし
た講習受講とするなどの配慮が必要。

作業環境改善
（休憩室、洗浄設備等）

要

オプション１
（規制導入を重視した対策）

オプション２
（作業主任者等は規制除外）

保護具の着用の義務化に伴い、保護具に係る内容が不足なく教育
されるべき。また、リフラクトリーセラミックファイバーの健康影響につ
いても教育されるべき。

労働衛生教育

オプション３
（現行管理を維持する対策）注

炉の施工等の一部のリフラクトリーセラミックファイバー取扱作業については、作業場所や
作業の性質などにより局排等の発散抑制措置の導入が困難である場合があるが、製造加

工現場において実現不可能な問題は認められない。

効率性高い －

考慮事項

効率性低い

局排等の設置、保護具、健診の
義務づけに伴うコスト増から、影

響は非常に大きいとされる。

多岐にわたる事業場を把握
することは困難

要

特定化学設備は含まない。

作業管理
(作業主任者、作業記録等）

発散抑制措置
（局所排気装置の設置）

発散抑制措置
（密閉化）

－
影響は小さい（自主的な改
善は産業活動に影響を与え

ない範囲に限定）

－

指導が遵守されない可能性
あり。経営トップの意向や景
気動向に左右され、措置が
確保されない可能性あり。

容易

情報提供

措置内容

義務化により確保される

要

③　産業活動への影響

(例)ヒアリングを行った事業場では相当程度自主的改善が行われていたが、改善は他の特定化学物質に対する規制の効
果と見られることや、新規参入者やアウトサイダーにも適切な取り扱いを徹底する必要があることから、規制化の要否を判
断。

要

－

漏えい防止

要

要

作業管理
(呼吸用保護具）

要
リフラクトリーセラミックファイバーを断熱材等として使用する設備等
の施工等など局排等の発散抑制措置が困難な作業場所について
は、適切な呼吸用保護具等の着用を義務づけるべきである。

特殊健診の実施 別途検討

作業環境測定 要

リフラクトリーセラミックファイバーを断熱材等として使用する設備等
の施工等など短期間の作業については、作業環境測定の対象とな
らない場合もあるが、そのような場合であっても、作業条件の記録の
ため作業実施中に作業環境中のリフラクトリーセラミックファイバー
濃度を測定把握することをガイドライン等で促進すべきである。

局所排気装置等を含めたいずれかの対策を講ずる必要がある。
炉の施工等など、発散抑制措置の導入が技術的に困難と考えられ
る作業については、呼吸用保護具等の着用などを義務化し、ばく露
防止対策を講ずる必要がある。

②　技術的な実現可能性
　　（確保されていることが必要）

⑤　遵守状況の把握等の容易性
　　（より容易なことが妥当）

④　措置の継続性の確保
　（効果が継続するものを採用）

①　健康障害防止の効率性　
　　（効率性の高いものを採用）

(例)既に関係事業者による自主的対策が進んでいる。労働衛生教育、作業主任者の配置につい
て当該自主的対策を維持し、その他の事項について規制措置を導入

　原則、密閉化、作業管理、健康診断等を規制措置として導入

導入にあたって考慮すべき事項
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（３）留意事項

　①　リスクが低いとされた作業にかかる規制の考慮

　②　留意事項等 （技術指針、モデルMSDSの作成等）

（４）規制の影響分析 （←規制影響分析（RIA）にも配慮した検討を予定） 

選択肢１：
（最適の対策）

選択肢２：
（原則規制）

選択肢３：
（現行対策維持）

　①期待される効果（望ましい影響）

減免の判定

選択肢１と同様

－

※　便益分類については、「Ａ：現状維持より望ましい効果が増加」、「Ｂ：現状維持と同等」、「Ｃ：現状維持より望ましい
効果が減少」のいずれか該当する記号を記入

選択肢３

国の通知による行政指導では、財政基盤が十分ではない
中小企業等をはじめとした多くの企業で的確な対策が十分
に普及しないおそれがあり、その状況を網羅的に把握する
ことは難しい。そのため、労働者にがん、肺疾患等が発症
するおそれがある。

リフラクトリーセラミックファイバーを使用する設備等の施工・補修・解体作業は、短期間の作業であることが多く局排等の
設備的な発散抑制措置が難しい場合においても、作業環境の改善が必要であることから、何らかの工学的対策について
ガイドライン等で示すことを検討する。

作業主任者の選任、局所排気装置等の発散抑制措置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実
施、保護具等の着用等の措置に準じた自主的対策を国の通知に基づき指導

リフラクトリーセラミックファイバーによるが
ん、肺疾患等の発症を防止することにより、
労災保険財政に寄与する等、社会全体の
健康障害防止に資するものである。

便益分類：

効果の要素

労働者の便益

関連事業者の
便益

社会的便益

選択肢１
便益分類：A

便益分類：B

国の通知による行政指導では、的確な対策が十分に普及
せず、そのため、労働者にがん、肺疾患等が発症するおそ
れがある。

リフラクトリーセラミックファイバーのばく露
の防止により、がん、肺疾患等の発症によ
る健康障害の未然防止を図ることができ
る。

便益分類：B

－

便益分類：B

リスク評価結果の概要作業名

可
ペースト状等の湿潤化
された製品の取扱作業

炉等で使用される断熱材の補修等の作
業

作業の概要

便益分類：

バインダー等で処理さ
れたボードや真空成形
品等の発じんのおそれ
の低い製品を、切断等
加工せず取り扱う作業

バインダー等で処理されたボードや真空
成形品等を切断加工等を行わず部品の
一つとして機械等に組み込む作業

バインダー等で処理されたボード、真空成
形品等発じんのおそれの低い製品を切断
等の加工せずに取り扱う作業について
は、模擬的な作業環境測定を行った結
果、評価値の1／10程度の発じんしか見ら
れなかったことから、リスクが低いと判断で
きる。

可

－

国の通知による行政指導では、財政基盤が十分ではない
中小企業等をはじめとした多くの企業で的確な対策が十分
に普及しないおそれがあり、そのため、労働者にがん、肺疾
患等が発症するおそれがある。

便益分類：A

リフラクトリーセラミックファイバーのばく露
の防止により、がん、肺疾患等の発症を防
止することにより、事業者としての労働者の
健康確保対策に資するとともに、将来の労
災発生の補償リスクを低減することができ
る。

便益分類：A

当該製品はのり状であり、当該製品を取り
扱う作業はリスクが低いと判断できる。

特化則による作業主任者の選任、局所排気装置等の発散抑制措置、作業環境測定の実施、特殊
健康診断の実施、保護具等の着用等の規制の導入

選択肢２
便益分類：
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　②想定される負担（望ましくない影響）

　③便益と費用の関係の分析結果（新設・改廃する規則との比較）

国の通達による行政指導は法的強制力
がないため、財政基盤が十分でない中小
企業等をはじめとした多くの企業で、的確
な対策が普及せず、そのためのがん、肺
疾患等の発症により、労働者災害補償保
険法に基づく保険給付は、対策をとって
いない現状と同様に生じることとなる。

※　費用分類については、「Ａ：現状維持より負担が軽減」、「Ｂ：現状維持と同等」、「Ｃ：現状維持より負担が増加」のいずれ
か該当する記号を記入

負担の要素 選択肢１

費用分類：B

費用分類：C

分析結果

労働者の保護のため、ベンゼン等他
の発がん性物質に対しても既に規制
を課し健康障害の防止を図っており、
今般のリフラクトリーセラミックファイ
バーについても、放置した場合に多数
の労働者に健康障害のリスクにさらす
ことになるため、従来と同様の規制を
課し事業者の費用負担の増を考慮し
ても、本ばく露防止対策の実施は必要
なものと判断する。

－

労働者の保護のため、ベンゼン等
他の発がん性物質に対しても規制を
課し健康障害の防止を図っており、
今般のリフラクトリーセラミックファイ
バーについても同様の規制を課すこ
とから、事業者の費用負担の増を考
慮しても、必要なばく露防止対策を
求めるのは妥当と考えられる。
国の通達による行政指導では、財
政基盤が十分でない中小企業等を
はじめとした多くの企業で的確な対
策が十分に普及しているか否かを
網羅的に把握することは難しく改善
効果は限定される。
そのため、がん、肺疾患等の発症を
防止すること及び労働者災害補償
保険法による保険給付を抑えること
ができないと考えられる。

費用分類：B

選択肢１ 選択肢２ 選択肢３

対象となる事業場は主に非鉄金属製造
業等であり、既に製造業事業場等として
各種指導を実施していることから、本規
制の新設により、国において、費用、人員
等の増減はない。

選択肢３

費用分類：B

費用分類：Ｃ（B)

リフラクトリーセラミックファイバーによるが
ん、肺疾患等の発症を防止することを通じ、
労働者災害補償保険法による保険給付を
抑えることができる。

選択肢２

費用分類：

その他の負担
（社会コスト）

－

費用分類：

－

費用分類：A

実施に要する負
担

（行政コスト）

国の通達による行政指導を受けて対策
に取り組む事業者にあっては、次の費用
が発生する。
・作業主任者の選任（技能講習の受講
料：数千円～）
・換気装置（数十万円～）の設置
・作業環境測定の実施(年間数万円～）
・特殊健康診断の実施（1人当たり年間数
千円～）
・呼吸用保護具の着用（１人当たり数万
円～）
ただし、産業活動に影響を与えない範囲
に限定される。

費用分類：

対象となる事業場は主に非鉄金属製造業
等であり、既に製造業事業場等として各種
指導を実施していることから、本規制の新設
により、国において、費用、人員等の増減は
ない。

実施により生ずる
負担

（遵守コスト）

本規制により、事業者に新たな措置を義務
付けることに伴い発生する主要な費用は、
以下の通りである。
・作業主任者の選任（技能講習の受講料：
数千円～）
・局排装置（数十万円～）の設置
・作業環境測定の実施（年間数万円～）
・特殊健康診断の実施（1人当たり年間数千
円～）
・呼吸用保護具の着用（１人当たり数万円
～）

－
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（１）措置の導入方針 （←措置導入の方針、技術開発の要否、管理手法等）

（２）規制導入のスケジュール

（例示）

※　上記スケジュールは措置導入にかかる準備期間等の目安であって、措置の導入予定ではない。

作業主任者

計画届

局排設置

保護具

作業環境測定

特殊健診

26年度 27年度 28年度 29年度

　リフラクトリーセラミックファイバー及びリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤その他の物の製造・取扱
いを行う作業については、リスク評価における有害性の評価及びばく露評価の結果を踏まえ、リフラクトリーセラ
ミックファイバーによる健康障害を防止するための措置を講じる必要がある。
　このため、リフラクトリーセラミックファイバー及びリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤その他の物につ
いて、特定化学物質障害予防規則（昭和47年労働省令第39号。以下、「特化則」という。）の特定化学物質管理
第2類物質と同様の措置を講じることが必要である。
　また、リフラクトリーセラミックファイバーがヒトに対して発がんの可能性があることを勘案し、作業の記録の保
存（30年間）等が必要となる特化則の特別管理物質と同様の措置を講じることが必要である。
　さらに、措置内容の検討の過程において、リフラクトリーセラミックファイバーを断熱材等として用いた設備等の
施工・補修・解体等作業については、短期間の作業である場合が多い反面、作業の性質上発じんのおそれが高
いため、発散抑制措置等による場の管理を基本としつつ、別途、呼吸用保護具の着用を義務付けるなどのばく
露防止措置、また、湿潤化等による作業場外への飛散防止措置の規制化が必要である。
　その他、除じん装置からの粉じん回収や床、器具、作業服等に付着した粉じんが舞い上がることによる二次発
じんによる健康障害を防止するため、床の清掃や作業場外への持ち出しを防ぐための措置を講ずる必要があ
る。
　なお、措置内容の検討の過程において、バインダー等で処理されたボードや真空成形品等の発じんのおそれ
の低い製品を、切断等加工せず取り扱う作業においては、リフラクトリーセラミックファイバーのばく露リスクが低
いことが認められたため、これらの作業については、ばく露のおそれのない作業として、措置の対象から除外し
ても差し支えない。

(政省令改正を行う場合）
平成　27年6月頃　改正案についてパブリックコメントを実施
平成　27年8月頃　改正政令、規則の公布
平成　27年10月頃　改正政令、規則の施行（一部猶予）

措置事項

５　措置の導入方針

30年度
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別紙①　　

事業者の自主的な取組み

作業数
（全体：）

措置の
実施率
（％）

備考

19

0

16 84.2

14 73.7

4 21.1

19 100.0

4 21.1

15 78.9

1 5.3

9 47.4

0 0.0

17 89.5

16 84.2

18 94.7

8 42.1

4 21.1

18 94.7

－ －

4 21.1

15 78.9

11 57.9

7 36.8

6 31.6

19 100.0

0 0.0

0 0.0

11 57.9

16 84.2

－ －

16 84.2

－ －

17 89.5 じん肺健診

2 10.5 じん肺健診
健康診断

特殊健康診断の実施（独自）

特殊健康診断の実施（6か月に1度）

呼吸用保護具（防毒マスク）の使用

呼吸用保護具（送気マスク）の使用

不浸透性手袋、防護メガネ

作業環境の測定

測定の実施

測定記録の保存（30年間）

結果の評価

評価記録の保存（30年間）

作業管理

作業主任者の選任

作業記録の作成

作業記録の保存（30年間）

有効な保護具の使用

作業環境の改善

休憩室の設置

洗浄設備の整備(シャワー設備等）

設備の改修等作業時の措置

漏洩防止措置
不浸透性の床の整備

立入禁止措置

飲食等の禁止

適切な容器等の使用と保管

用後処理（除じん）

ぼろ等の処理

労働衛生教育
労働衛生教育

発散抑制措置
（いずれか）

製造工程の密閉化

局所排気装置の整備

プッシュプル型換気装置の整備

全体換気装置の整備

局排等適用除外に該当

措置の有無　（○、×又は概算の措置割合）

情報提供

表示（容器等へのラベル表示）

文書の交付（SDSの交付）

掲示（労働者に有害性を掲示）

リフラクトリーセラミックファイバーを製造又は取扱う業務を行っている会員企業における、当該ばく露作業
に対する措置の状況を、お知らせいただいた概要。（製造関係団体）

RCF及びRCF製品の製造

作業状況　

作業場の屋外屋内の
別

屋内

屋外
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　別紙②　

事業者の自主的な取組み

作業数
（全体：）

措置の
実施率
（％）

備考

10

2

1 8.3

3 25.0

5 41.7

7 58.3

1 8.3

4 33.3

0 0.0

7 58.3

－ －

12 100.0

12 100.0 手洗いのみが半数

5 41.7

1 8.3

6 50.0

4 33.3

－ －

2 16.7

11 91.7

9 75.0

11 91.7

9 75.0

12 100.0

6 50.0

3 25.0

9 75.0

0 0.0

－ －

0 0.0

－ －

6 50.0 じん肺健診4

3 25.0
健康診断

特殊健康診断の実施（独自）

特殊健康診断の実施（6か月に1度）

呼吸用保護具（防毒マスク）の使用

呼吸用保護具（送気マスク）の使用

不浸透性手袋、防護メガネ

作業環境の測定

測定の実施

測定記録の保存（30年間）

結果の評価

評価記録の保存（30年間）

作業管理

作業主任者の選任

作業記録の作成

作業記録の保存（30年間）

有効な保護具の使用

作業環境の改善

休憩室の設置

洗浄設備の整備(シャワー設備等）

設備の改修等作業時の措置

漏洩防止措置
不浸透性の床の整備

立入禁止措置

飲食等の禁止

適切な容器等の使用と保管

用後処理（除じん）

ぼろ等の処理

労働衛生教育
労働衛生教育

発散抑制措置
（いずれか）

製造工程の密閉化

局所排気装置の整備

プッシュプル型換気装置の整備

全体換気装置の整備

局排等適用除外に該当

措置の有無　（○、×又は概算の措置割合）

情報提供

表示（容器等へのラベル表示）

文書の交付（SDSの交付）

掲示（労働者に有害性を掲示）

リフラクトリーセラミックファイバーを製造又は取扱う業務を行っている会員企業における、当該ばく露作業
に対する措置の状況をお知らせいただきいた概要。（工業炉関係団体）

RCF製品の取り付け等

作業状況　

作業場の屋外屋内の
別

屋内

屋外
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別紙③　　

事業者の自主的な取組み

企業数
（実施）

企業数
（一部実

施）

措置の
実施率
（％）

備考

- - -

- - -

4 2 24.0

0.0

8 5 52.0

6 3 36.0

0 4 16.0

1 5 24.0

1 1 8.0

3 5 32.0

0 0 0.0

2 5 28.0

13 2 60.0

4 4 32.0

- - -

18 1 76.0

8 0 32.0

0.0

- - -

9 5 56.0

- - -

6 6 48.0

12 4 64.0

3 5 32.0

5 5 40.0

8 4 48.0

17 3 80.0

25 0 100.0

0 0 0.0

16 4 80.0

0.0

2 1 12.0

- - -

1 1 8.0

- - -

4 2 24.0 じん肺健診

6 4 40.0 じん肺健診
健康診断

特殊健康診断の実施（独自）

特殊健康診断の実施（6か月に1度）

呼吸用保護具（防塵マスク）の使用

呼吸用保護具（送気マスク）の使用

不浸透性手袋、防護メガネ

作業環境の測定

測定の実施

測定記録の保存（30年間）

結果の評価

評価記録の保存（30年間）

作業管理

作業主任者の選任（特化物）

作業記録の作成

作業記録の保存（30年間）

有効な保護具の使用

作業環境の改善

休憩室の設置

洗浄設備の整備(シャワー設備等）

設備の改修等作業時の措置

清掃

漏洩防止措置
不浸透性の床の整備

立入禁止措置

飲食等の禁止

適切な容器等の使用と保管

用後処理（除じん）

ぼろ等の処理

労働衛生教育
労働衛生教育

特別教育

発散抑制措置
（いずれか）

製造工程の密閉化

局所排気装置の整備

プッシュプル型換気装置の整備

全体換気装置の整備

作業の湿潤化

その他の措置

措置の有無　（○、×又は概算の措置割合）

情報提供

表示（容器等へのラベル表示）

文書の交付（SDSの交付）

掲示（労働者に有害性を掲示）

リフラクトリーセラミックファイバーを製造又は取扱う業務を行っている会員企業における、リフラクトリーセラミック
ファイバーを断熱材等して使用する設備等の補修作業における措置の状況をお知らせいただいた内容の概要。（鉄
鋼関係団体）

RCF及びRCF製品の炉等への施工

作業状況　

25
企業数

（全体：25）
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